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平成３０年度第３回藤沢市障がい者総合支援協議会 会議録 

 

日 時：２０１８年（平成３０年）１１月６日（火）９：３０～１２：００ 

会 場：藤沢市役所本庁舎 ５階 ５－１・５－２会議室 

出席者：石渡代表、齊藤副代表、小川委員、小野田委員、加藤委員、北坂委員、

木原委員、木村委員、郡部委員、小林委員、島村委員、新城委員、髙

橋委員、髙山委員、田中委員、手島委員、戸髙委員、濱坂委員、船山

委員、前田委員、村松委員、山田委員、横川委員       

計２３名  

事務局：片山福祉健康部長 

福祉事務所長兼生活援護課長（矢後） 

福祉健康総務課長（蓑原） 

    地域包括ケアシステム推進室（平井、三ツ井、一瀬） 

    子ども家庭課（大庭、安田） 

障がい福祉課（安孫子、鈴木（隆）、加藤、寒河江、佐藤、鎌田、 

鈴木（俊）） 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく（吉田） 

計１６名 

欠席者：櫻井委員 

傍聴者：５名 

 
（事務局：安孫子参事） 
それでは定刻になりましたので、ただ今から平成３０年度第３回藤沢市障が

い者総合支援協議会を開催させていただきます。既に傍聴の方もご入室してい

ただいております。傍聴の皆様方におかれましても、協議会の円滑な進行にご

協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。改めまして、本日ご多用

のところ、協議会にご出席いただきましてありがとうございます。私は、進行

を務めさせていただきます、障がい福祉課の安孫子と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。最初に協議会の委員の方の交代についてお伝えさせてい

ただきます。これまで労働関係機関の代表としまして、湘南地域就労援助セン

ター長の曽根様に委員をお願いしておりましたが、曽根様が先月逝去されたと

いうことで、新たに小川様にご就任いただきました。恐れ入りますが、小川委

員、自己紹介よろしくお願いいたします。 
（小川委員） 
湘南地域就労援助センターの小川です。１０月１日に曽根が病により急に亡

くなりまして、私たちも混乱の中にありました。こちらの協議会には、以前私
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も出席させていただいておりましたので、引き続きという気持ちで、藤沢の様々

な課題に私からもセンターとして意見を申し上げたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
（事務局：安孫子参事） 
どうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきます前に、本日の委員の出欠状況及び資料

について確認させていただきます。 
（事務局：鈴木（俊）主任） 
障がい福祉課鈴木よりご案内させていただきます。まず、委員の出欠席につ

いてですけれども、本日、櫻井委員より欠席のご連絡をいただいております。

続きまして、資料の確認に移らせていただきます。事前に送付させていただい

ている資料から確認をさせていただきます。まず、平成３０年度第３回藤沢市

障がい者総合支援協議会の次第、こちらが１枚。資料１計画検討委員会及び専

門部会の実施報告について、資料２－１藤沢市地域生活支援事業居室確保事業

実施要領、資料２－２藤沢市緊急時における相談・受入れの手引き（案）、資料

２－３ご家族などの急な不在に備えて、こちらリーフレットの案になります。

資料２－４安全・安心プラン、資料４成人期の支援に関する意見のまとめ、参

考といたしまして、平成３０年度藤沢市障がい者総合支援協議会の委員名簿

（改）、こちら委員名簿につきましては、事前送付の資料に訂正がありましたた

め、本日配布資料という形で差し替えさせていただいております。続きまして、

当日の配布資料になります。資料３藤沢市障がい者相談支援事業の目指す方向

性（案）、高齢期における支援課題に関する意見記入シートのご協力について（依

頼）、平成３０年度第２回藤沢市障がい者総合支援協議会の会議録（案）、こち

ら修正がある場合は、１１月２０日火曜日までに事務局まで連絡をお願いいた

します。先ほど申し上げました平成３０年度藤沢市障がい者総合支援協議会の

委員名簿（改）になっております。当日の配布資料といたしまして、知ってあ

んしん成年後見基本の「き」、市民講座のご案内、意思決定支援のワークショッ

プのご案内、以上が配布資料となっております。資料の不足等ございましたら、

お願いいたします。以上となります。よろしくお願いいたします。 
（事務局：安孫子参事） 
ここから、議事に入らせていただきます。なお、会議の記録を作成する関係

上、録音させていただきますことをあらかじめご了承ください。また、ご発言

の際には、マイクをお届けしますので、お名前を仰ってからご発言くださいま

すようお願いいたします。ここからの進行につきましては、石渡代表にお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
（石渡代表） 
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おはようございます。代表の石渡です。一気に秋めいてきたような気もいた

しますが、体調を崩している方はいらっしゃらないでしょうか。今日も議事が

たくさんありますので、早速始めさせていただきます。それでは計画検討委員

会および専門部会の実施報告についてということで、まず計画検討委員会のご

報告を髙山委員にお願いしたいと思います。 
（髙山委員） 
ルーテル学院の髙山です。資料１に基づきましてご報告申し上げます。資料

１の１ページ目をご覧ください。第３回の計画検討委員会を１０月１日に開催

いたしました。議事については、主に３点でした。１点目、４の議事（１）で

すが、地域生活支援拠点等の整備に関する取組の進捗状況について、事務局よ

りご説明いただきました。１０月１日現在での、条件付きのご説明でした。ま

た、これらをどのように周知していくかのご予定についても伺いました。今後

についても、引き続き進捗状況の報告をいただくということを確認いたしまし

た。２点目（２）「きらりふじさわ」平成２９年度の実績についてです。資料１

の２ページ目をご覧ください。「きらりふじさわ」掲載事業１７８の事業につい

て、第２回委員会で各委員より様々な質問や意見が出されました。委員からの

意見については、モニタリングシートに明記をしていただきました。また質問

については、Ｑ＆Ａの形式でご報告をいただきました。出されました意見とし

ては、就学相談について、子どものサポートファイルについて、庁内の障がい

者雇用について、発達障がい児者について、安心して地域で生活するための基

盤づくりについて、意見が出されております。今後につきましては、第３回の

委員会の中で出されました意見については、また改めてモニタリングシートに

反映していただくことを確認しました。また、事前に各委員から質問等出され

ておりますが、これらについては後日改めて事務局よりご回答をいただくこと

になっています。３ページ目です。（３）「きらりふじさわ」中間見直し平成３

０年度の実績・中間報告について、事務局よりご報告をいただきました。特に、

この中間見直しが行われました現計画について、今年度の実施されている取組

の中間報告ということになりました。６点ありました。障がい児の支援体制の

充実、発達障害のある人への支援体制の充実、相談支援体制の充実、人材の確

保と育成、緊急時における支援体制の整備、そして障がいのある人への意思決

定支援に関する取組についての報告でした。次回は、２０１９年１月２１日に

開催の予定です。以上です。 
（石渡代表） 
髙山委員ありがとうございました。それでは、続きまして相談支援部会のご

報告を田中委員からお願いいたします。 
（田中委員） 
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藤沢相談支援ネットワークの田中です。よろしくお願いします。相談支援部

会の報告です。報告事項に関してはいつもどおりで、この協議会の報告と検討

委員会の実施報告、アンケートの協力等々ありました。協議事項といたしまし

て、地域生活支援拠点等の整備に関する取組についてということで、事業の実

施要領、実施の手引き、周知文、安心・安全プランについての報告について、

委員の方から意見をいただいております。いただいた意見の中で、追加項目と

して、今後緊急時にしてほしいこと、緊急時にしてほしくないこと、災害時に

などに必要な支援等を記入するものを付け加えさせていただいております。ま

た、居宅訪問の進捗状況について、対象者は今年度５名ですが、現在調整段階

ということになっております。その他として障がい者の相談支援体制整備につ

いてですが、これについては次の議題の中で報告等々されると思います。被る

部分がございますので、ここでは簡単にご報告しますが、今後部会としては、

平成３２年度に向けて、平成３１年度は何をどのように展開して行けば、混乱

なく平成３２年度に実施できるか等を検討しています。その結果については、

協議会に提示して承認していただけるようなものを作り上げて行きたいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。２番目、３番目の議事と被ります

ので、報告は簡単に終わらせていただきたいと思います。以上です。 
（石渡代表） 
田中委員ありがとうございました。それでは続いて重度障がい者支援部会の

報告について、齊藤副代表お願いします。 
（齊藤副代表） 
資料７ページになります。今回は福祉避難所の運営シミュレーションゲーム

ということで、静岡県が開発しました避難所運営ゲームで、頭文字を取って

HUG というニックネームが付いているのですが、それを国際福祉大学と鎌倉養

護学校が共同開発して福祉避難所にバージョンアップした福祉避難所運営ゲー

ムというのがありまして、今まで重度障がい者関係で防災をテーマとして取り

上げてこなかったところがありましたので、それについてやってみようという

ことで、やりました。この福祉避難所運営ゲームにつきましては、藤沢市では

障がい福祉課で既に課内会議の中でやっていただいたり、それから今回は重度

障がい者支援部会でやったのですが、それ以外に法人協議会の主催で、湘南台

文化センターを会場にして１回、心のバリアフリー推進事業としてもやらせて

いただきました。先日、危機管理課の関係する、実際の市民センターの担当職

員さんにも２０人くらい集まっていただいた中で、実際この避難所運営のシミ

ュレーションをやっていただいたということで、藤沢市として非常に積極的に

取り組んでいただいているという状況にあります。参加していただく方々の職

種や属性によって、かなり反応や気づきの点が違ったりしたので、今後重度障
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がい者支援部会として、他でやったものを含めて課題の分析をしてみようかと

検討しているところです。以上です。 
（石渡代表） 
齊藤副代表ありがとうございました。それでは次に、権利擁護部会について

郡部委員お願いいたします。 
（郡部委員） 
権利擁護部会のご報告をさせていただきます。お手元に資料はないので、口

頭で簡単にご報告いたします。第３回権利擁護部会ですが、１０月２９日に行

いました。まず第２回障がい者総合支援協議会の報告がありまして、特に居室

確保事業の説明がありました。それから湘南東部圏域権利擁護ネットワーク会

議の小林さんから研修会の報告がありました。こちらは１０月２７日に鈴木敏

彦先生をお迎えして、現場で活かす意思決定支援ということで、ご講演と事例

検討・演習を行いました。第３回利擁護部会の議題ですけれども、ご家族の関

りについてのアンケートを議題にいたしまして、アンケートの配布先、回収状

況、今後のスケジュール等、事務局から実施結果についての報告がありました。

１５０枚回収されまして、調査の内容は、当事者の意思の伝え方や当事者の気

持ちや希望を知るために、ご家族はどんな工夫をされているかというような内

容で、お母様からの回答が大変多く、保護者の方が本人の希望や気持ちを知る

ためにした工夫というのは、まさに我々支援者の支援そのものだったというよ

うな感想が聞かれました。今後のスケジュールですけれども、さらに事務局で

まとめたものを考察しまして、１月、２月位までには、まとめたものをご提出

する予定です。権利擁護部会の報告は、以上です。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。計画検討委員会と３つの専門部会からご報告をい

ただきましたが、今のご報告について、何かご質問、ご意見おありの委員の方、

いらっしゃいますか。それでは次の議題、２番目の地域生活支援拠点等の整備

についてに移らせていただきます。まず、事務局からのご説明をお願いいたし

ます。 
（事務局：佐藤主査） 
障がい福祉課の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。資料２－１

から資料２－４を使わせていただきますので、お手元にご用意をお願いいたし

ます。では、着座にて失礼いたします。この拠点等の整備に関しましては、前

回８月の協議会で報告させていただきまして、その後、居室確保事業の準備で

あったり、相談支援部会の皆さんの意見を聞いたりとかいうところで進んで参

りました。８月に提示させていただいたスケジュールから若干遅れております

が、居室確保事業に関しましては、３つの法人と協議をしていて、もう少しで
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契約締結というところまでは行っております。安全・安心プランの取組につき

ましては既に始めておりますので、そういったご報告をさせていただければと

思っております。資料２－１が前回もお伝えした居室確保事業の実施要領です。

５月の第１回の協議会からこの居室確保事業に関しての概要をお伝えして、質

疑応答・意見をいただきまして、実施要領という形で８月１日付の制定でまと

めております。こちらに基づいて、契約を進めているというところでございま

す。詳しくは割愛させていただきますが、緊急一時的な宿泊の場を提供するた

めの居室の確保及び支援を実施する、ということになります。こちらに関しま

しては、短期入所を優先としまして、そちらが受け入れ困難な場合に居室確保

事業を発動できるように、受け入れ態勢を整えているところでございます。詳

しくは資料２－２に手引きの案というのがございますので、こちらを説明させ

ていただきます。こちらの手引きに関しましては、先の９月下旬に短期入所の

事業所やコーディネートを担っていただく相談支援事業所、居室確保の運営を

予定されている法人さんを集めて、連絡会のような形で取り決めを確認させて

いただきました。その時に使わせていただいた資料と同一のものでございます。

１ページ目の下のところの流れは、何度か説明させていただいたとおりですが、

コーディネート機関の相談窓口で受けた対応ということで、短期入所の受け入

れ機関に繋ぎます。短期入所が受け入れ困難な場合は、居室確保事業が発動さ

れるというような形になります。その流れをご確認いただいて、２ページの事

前相談・登録というところがございます。初回の相談として障がい福祉課で受

付をしたあと、障がい福祉課が相談支援事業所に繋ぐ形になります。相談支援

に繋がっている利用者に関しましては、相談支援事業所がアセスメントを行い、

安全・安心プランを作成することになります。基幹相談支援センターえぽめい

くは、相談支援事業所に繋がっていない人のアセスメントを行うというところ

を整理しております。その結果として、短期入所の申請やサービスを使うため

の認定など、緊急時に備えていることになります。居室確保事業も原則として

事前登録制となっておりますので、このアセスメントの結果として、事前進め

ていく仕組みになっております。３ページ目は、緊急時、何か実際に起こって

しまったときで、４番目が緊急時の想定ということで書いております。家族等

の日常的に支援を行う者が、疾病・事故等の急な不在となり、在宅での生活が

困難な状態、緊急一時的に宿泊の場の提供および支援が必要な状態というとこ

ろになります。例えばその下に書いてある宿泊を伴う家族等の長期出張、冠婚

葬祭など、こちらはあらかじめ予定が明らかな場合として、原則として対象外

になります。ただし、緊急の場合については、他の受け入れ先が見つからずや

むを得ない場合は使うことも有りうるということで書いてあります。その他虐

待の恐れがある場合やご本人の急な体調不良などは、虐待相談、救急医療の流
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れになりますので、ここでいう緊急時とは違う想定として整理をしているとこ

ろです。３ページ目の下はフローチャートになっておりますので、ご確認くだ

さい。最後４ページ目には、緊急時における対応について、平日日中と夜間土

日祝日で対応を分けております。夜間土日祝日に関しましては、基幹相談支援

センターで緊急対応を担うよう準備しております。そこを踏まえつつ、資料２

－３のリーフレットをご覧いただければと思います。こちらに関しましては、

相談支援部会にご意見等いただき作成したものです。本日は協議会で見ていた

だいて、何かご意見がありましたら修正や意見を反映させていただいて、それ

で居室確保の事業所の契約が完了し次第、配布を開始する予定でございます。

こちら表面に関しては、事前の相談窓口ということで、緊急時に備える相談支

援というのを前面に出したリーフレットでございます。あらかじめ緊急時に備

えた想定をして、相談支援事業所でアセスメントを行う流れを広めて行くとこ

ろでございます。事前相談は障がい福祉課で、ただし、相談支援事業所にあら

かじめ繋がっている方は、相談支援事業所の提案でアセスメントをするという

ことも考えられるかと思います。このリーフレットの裏面が、緊急時の相談・

受入ということになります。ここに短期入所サービスや居室確保事業のことが

書いてあります。最後に、基本事前相談が原則ではありますが、事前相談する

前に緊急時の支援が必要になった場合ということで、障がい福祉課と夜間休日

の窓口ということで、基幹相談支援センターの連絡先、委託を受けた相談支援

事業所が対応し、そちらの連絡先が記入されている予定でございます。そのよ

うな形で急な相談にも対応できる仕組みにするところでございます。このリー

フレットを今作成しているところでございます。最後に資料２－４安全・安心

プランになります。相談支援部会の報告にもございましたが、こちらを広めて

いきたいというところでございます。相談支援部会からのご意見を受けて、以

前に提示をさせていただいたものから、少し内容を強化しているところでござ

います。１０月の計画相談の事業所連絡会で、安全・安心プランの紹介をさせ

ていただきつつ、サービス利用計画を作るときに活用してくださいというお話

をさせていただきました。こちらは何か緊急時に備えた形でいろいろプランを

立てて、それを関係者全員で共有できるような仕組みになっております。市内

の全計画相談の事業所にご案内するとともに、藤沢市ホームページにも公開し

ております。基本はサービス等利用計画を作るときに、さらに安全・安心プラ

ンを作成するというところを想定しております。今後も周知して行きながら、

事前の備えを地域に広められたいと考えているところでございます。資料２－

１から資料２－４までの報告でございました。以上でございます。 
（石渡代表） 
事務局ありがとうございました。緊急時の対応ということで、藤沢市独自の
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この居室確保事業という、かなり突っ込んだ検討をしていただいて、既にリー

フレットや書式などもできているということをご紹介いただきましたが、今の

ご説明についてご質問、ご意見おありの方いらっしゃいましたらお願いいたし

ます。では、木村委員お願いいたします。 
（木村委員） 
いただいた資料２－４の最後ページ○○さんの安全・安心プラン②について

ですが、緊急時に居宅の訪問サービスを要望される方もいるかと思います。例

として記載されている臨時のヘルパー支援が必要になった場合、緊急時の安定

していない利用者に支援してくださるヘルパーとしていつも通所しているとこ

ろの職員さんが訪問してくださると、親としてはとても安心です。支援してく

ださる方も、初対面での支援は戸惑われるかと思います。 
これから緊急時の訪問の居宅支援が実施されるのであれば、是非考慮してい

ただきたいと思います。 
（石渡代表） 
木村委員ありがとうございました。支援してくれる人、支援される障がいが

ある方の関係性というのはとても大事で、今ご提案いただいたようなことにつ

いて、事務局、何かお答えいただけるようなことはございますか。 
（事務局：佐藤主査） 
ありがとうございます。そういった居宅訪問型の支援というのも、実は相談

支援部会で、今後必要ではないかという議論をいろいろとしているところでご

ざいます。ただあくまでも、この居室確保事業に関しましては、社会福祉施設

等でのスペースを活用するというものなので、この事業にそのまま当てはめる

のは難しいのですが、木村委員が仰っていたような、通所先の職員さんが訪問

して実際に支援を行うほうが、急なところではヘルパーが来るよりも対応しや

すいのではないかということで、こちらに関しましては、また相談支援部会へ

持ち帰らせていただいて、議論を続けさせていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
（石渡代表） 
相談支援部会に持ち帰って、居室確保とはまた違う枠組みの中でということ

ですが、田中委員、何か補足していただけるようなことがございますか。 
（田中委員） 
今回のスタート時点では、居宅は入らないという認識でよろしいのですね。

そこをはっきり言わないと、分かり辛いと思います。 
（事務局：佐藤主査） 
ヘルパーとしては、居宅介護という訪問支援がありますので、こちらの安全・

安心プランで例示されたのも、そのヘルパーの支援ということになります。今
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仰っていたのは、通所先の職員さんが、派遣できるような柔軟性を持つと良い

のではないかということなので、これに関しては現制度内ではまだできていな

いことでございますので、今後の課題ということで、検討させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 
（石渡代表） 
はい。じゃあ多分関連してのご意見ですよね。島村委員お願いいたします。 

（島村委員） 
よく理解できなかったところがありまして、今の居宅確保事業と、この安全・

安心プランの４番に、例で今仰っていたようにヘルパー、居宅でも支援という

のが例で書かれていると思うのですけれども、これはここに書いておいても良

いということですか。 
（事務局：佐藤主査） 
はい。そうですね。安全・安心プランに関しましては、広い概念で捉えてお

りますので、緊急時の居室確保だけではなくて臨時のヘルパーを頼んだり、も

ちろん短期入所も含めての緊急の想定をしたりとか、その方の状況に応じて、

必要な支援をここに記入できるような形になっておりますので、イメージとし

ては、地域定着支援サービスというのが既にあるのですけれども、そこでもこ

ういった台帳を作ったりするので、居室確保事業だけではなく、あらゆる資源

を活用して、こちらに落とし込めるような作りとして想定しております。 
（島村委員） 
それでは、コーディネート機関では緊急事態が発生したときには、例えばこ

の居宅介護に相談していただけるということも有り得るということですか。 
（事務局：佐藤主査） 
あらかじめの想定というところなので、必ず居宅介護の事業所がいつでも発

動できるという状況には残念ながらなっていないとは思うのですけれども、状

況に応じてそういったとろをあらかじめ相談をしておくと、可能性は広がると

思いますので、可能性を広げるツールということで安全・安心プランを活用で

きればと思っております。 
（島村委員） 
ありがとうございました。 

（石渡代表） 
村松委員お願いいたします。 

（村松委員） 
居宅という話も出たのですけれども、居宅のヘルパーの場合、重度訪問介護

の訪問先の拡大、病院等々への訪問がこの４月からＯＫになっているわけです

けれども、この場合も訪問先として対象になるのかどうかということについて
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はいかがでしょうか。 
（事務局：佐藤主査） 
入院されている方の支援ということで、ヘルパーの臨時派遣が対象になるか、

というご質問でよろしかったでしょうか。訪問先の拡大だと、病院へというこ

とになると思うのですが。 
（村松委員） 
病院に限るということなので、ここでは対象ではないとことでしょうか。 

（事務局：佐藤主査） 
この安全・安心プランというのは、在宅の方を基本に考えております。ただ、

活用の方法として、何かこちらで活用を在宅に限定してしまうとか、そういう

ことは特に考えておりませんので、柔軟な活用方法の一つとして入院されてい

る方への対応ということも、考えられなくもないかと思います。ただ、作りと

してはあくまでも在宅生活をしている方を想定して作っているので、そぐわな

い項目も出てくるかと思います。 
（村松委員） 
ちょっと違うかなと思ったのは、在宅の方で、入院をするのに訪問先の拡大

が認められました。それと同じように重度訪問介護の訪問先の拡大として対象

になるのかということです。 
（事務局：佐藤主査） 
在宅の方が急に具合を悪くされたときにということでしょうか。 

（村松委員） 
 そうです。 
（事務局：佐藤主査） 
入院をするときの臨時ヘルパー派遣ということでしょうか。そういったもの

も含めて、いろいろ想定されることを緊急時というところには落とし込めるか

と思いますが、ただ一番メインで想定されたのは、ご家族の急な不在というと

ころであります。これも活用方法の一つにはなるのかとは思います。 
（斎藤副代表） 

 
私の村松委員の意見の受け取り方としては、重度訪問介護が今回拡大された

のだけれども、拡大の範囲は今のところ病院に限られていると。それをこちら

の安全・安心プランだけではなくて、居宅支援のメニューの中に入れられるか

というようなイメージじゃないかと思います。先程ヘルパー派遣というのと、

在宅で通所している職員さんの派遣など、今後考えてほしいメニューの中の一

つに重度訪問介護というのを加えることは可能かというご質問ではないかと捉

えたのですが、いかがでしょうか。 
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（事務局：佐藤主査） 
重度訪問介護サービスは、あくまでも国の制度なので、どれくらいの運用が

できるかということは、確認しながらやっていかないといけないのですけれど、

市としては、決められた国の制度の範囲で、できるだけ活用していきたいと考

えておりますので、それを含めて検討させていただきます。 
（石渡代表） 
この安全・安心プランそのものの、具体的な検討をしているのは、相談支援

部会という理解で田中委員、よろしいですか。もちろん、事務局と協力して、

木村委員からご質問あった件に関しては、“在宅の方が家でいろいろな緊急時の

支援を受ける場合に”ということで、その辺りも含めて安全・安心プランは検

討されているということですので、その一つに居室確保というようなことも関

わってくるということで進めているということです。私も混乱をしております

が、この資料２－４の安全・安心プランというのは、あくまでも藤沢市民の方

が、緊急的な対応が必要になったときに、どう安心・安全を確保するかという

広い視点で検討してくださっていて、先程の重度訪問介護などのいろいろな公

的サービスも視野に入れての安全・安心プランだという理解でよろしいでしょ

うか。 
（事務局：佐藤主査） 
最初に居室確保事業から説明してしまったので、ちょっと流れが掴み辛かっ

たと思います。申し訳ありません。安全・安心プランは非常に広い概念で、広

く地域に浸透させていこうと始めております。その中の使えるツールの中の一

つとして、居室確保事業やその他サービスということで考えています。最初に

居室確保事業から入ってしまったので、ちょっと混乱させてしまったかと思い

ます。申し訳ありません。 
（齊藤副代表） 
私の整理も含めてですが、まず安全・安心プランというのは、サービス利用

を必要とされる方、ほぼ全員が対象ということで考えて良いということだと思

います。その中には、当然、医療的ケアが必要な方であるとか、強度行動障が

いで対応が難しいとか、いろいろな問題を抱えている方も含めて全員対象とな

る。ただ、今回事業化された居室確保事業は、非常に限られた条件の中でやる

ので、まずショートステイをご利用いただくのが優先ということは、ショート

ステイが常々利用可能な方という前提が、そこに既にあるということに問題が

残ると思います。ですから、医療的なケアがあることでショートステイが使え

ていないとか、様々な理由でショートステイが使えていない状況の方々は、な

かなか対象になりにくい状況からスタートしている。ですから、この居室確保

事業から漏れてしまう対象の方の安心・安全をどうやって担保するかというの
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を、この中で考えるか、別枠で考えていく必要が残っているという状況だと思

っています。 
（石渡代表） 
齊藤副代表、整理していただいてありがとうございました。ということで、

木村委員に大事なご指摘をしていただいて、少しこの安全・安心プランで居室

確保事業などの整理をできたかと思いますが、他にご意見のある方はいらっし

ゃいますか。北坂委員お願いします。 
（北坂委員） 
全体像が見えなくて、基本的な質問ですけれども、大体藤沢市の対象者とい

うのはどのくらいを想定されているのですか。 
（事務局：佐藤主査） 
一つの目安なのですが、障がい福祉サービスを今利用されている方が、およ

そ３０００人いらっしゃいます。その中には、通所系サービスのみ使われてい

る方などもいらっしゃるので、すべての方が直ちに緊急的に支援が必要という

訳ではないのですが、基本的に安全・安心プランの対象者というのは、このす

べての方も対象ということになります。さらに言うと、まだサービスを使えて

いない方もいらっしゃいますので、そうなると、さらに多くの方が対象にはな

ると考えています。ただ、実際その中で、緊急な事が起こるということに関し

ては、今までの業務の中でいうと、年間数件程度です。今回、広く周知するこ

とによって、少し緊急時に支援が必要な状況に対応するという機会が少し増え

るかと思っております。以上です。 
（北坂委員） 
ありがとうございます。事前登録が、まずありきなので、事前登録をまずす

ることの重要性というのは、ホームページ以外では周知徹底する方法はあるの

でしょうか。 
（事務局：佐藤主査） 
ホームページのほか、このチラシに関しましては、基本的には障がい福祉課

や相談支援事業所で配布をしようかと思っています。支援者側の少し準備が整

いましたら、もう少し周知の幅を広げて、広く周知できるような形で考えてお

ります。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。安全・安心プランのようなフォームに情報が整理

できていると、本当に安心して藤沢で暮らし続けられる一つのきっかけになる

と思いました。ありがとうございます。他に今までの議論について、あります

か。 
（前田委員） 
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一保護者の意見として聞いていただきたいのですが、この資料２－４の〇〇

さんの安全・安心プランを拝見していますと、強度行動障がいの方の問題の書

き込む欄がありません。緊急時、本人は大変な混乱をしていると思います。な

ので、いろいろなことを想定しなければならなくて、やはり事前の聞き取りの

中で、強度行動障がいの方の自傷行為とか他害行為、異食、破損行為、いろい

ろな行動を顕著に記載できると思うので、そこの聞き取りをこのプランの中に

入れるのか、相談支援事業所できちっとした聞き取りをするのか、とにかくこ

のスクリーニングをしっかりしておかないと、対策が取れないという不安があ

ります。あと、このプランの様式の中に宿泊体験のある施設を例えば書くなど、

どんなところだったら泊まれますというのを、事前の聞き取りや様式の中に落

とし込んでおかないと、口頭で伝えていても漏れてしまうことがあるので、き

ちんと明確に記入しておくか、聞き取っておくというのが大事だと思うのと、

突飛な考えですけど、ビジネスホテルの利用というのは、どうなのかなと。通

所施設を利用しているものから入所施設を見た場合、私は娘と二十何年か前に

児童の入所施設に、体験で親子で泊ったことがあるのですけれども、あの生活

をしている人たちの中に急に混ざって泊まるのは、すごく大変だし、入所して

いる方々、お子さんたちも非常に動揺されます。そこをきちんとシェアして泊

まれるスペースが確保できればいいですが、双方に嫌な体験になってしまうと

したら、それはすごく残念で、この〇〇さんの安全・安心プランというよりは、

〇〇さんの不安プランになってしまうので、入所や短期入所の設備が整ってい

る場所に限定しないで、通所の４０～５０人規模の事業所であれば、畳やフロ

ーリングにソフトマットを敷いたりして、寝られるスペースを作る事の方がい

いと思います。通所の方が施設の中に居るのは８時間弱くらいで、他の１６時

間は居ないので、セキュリティの問題や人の問題はたくさんあると思うのです

けれど、通所施設を利用するのもいいと思いますし、本人がどこに泊まれる、

どこに泊まりたいという部分を少し聞き取っていけるなら、ビジネスホテルや

その他の宿泊施設も、資源の開拓という意味で、民間の施設を使うことを念頭

に入れてこれを運用していくのも、いいと思っております。失礼いたします。 
（石渡代表） 
前田委員、また新しい提案をありがとうございました。強度行動障がいにつ

いてとか、それから今まで体験している宿泊施設を書き込む。またビジネスホ

テルの活用ですとか、高齢でやっているお泊り型デイサービスみたいなご提案

を障がい分野でもといただいたのかと思うのですが、この辺りは、相談支援部

会等で、持ち帰ってご検討いただくことがよろしいかと思いますが、田中委員

何かありますか。 
（田中委員） 
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ご質問ありがとうございます。部会や事務局とも、慣れた通所先にそのまま

泊まれるというのも、議論の中では想定してきました。ただ今後、居室確保事

業に関しては、締結を結んでいく中で、例えば通所施設が受けてくれますと手

を挙げてくれた段階で夜間も大丈夫なのかというところは、今後確認が必要だ

と思います。昼間の時間帯で緊急事態が発生した場合には、通所施設の職員さ

んも当然いるわけですが、夜間帯は、通所事業所の職員がそこに待機している

とは考え辛いのと、３６５日緊急があるということで、待機してくださいとい

うことまで問えないと思います。そこは課題として受け止めていますが、ビジ

ネスホテル等々、僕らも良い提案という感覚は持っているのですけれど、居室

確保事業となったときにビジネスホテルと契約締結を結ばなければいけない。

３６５日部屋を確保してもらわなければいけないとなったときに、どういう契

約をするのかというのは課題の一つで、まだまだ今回のように皆さんからたく

さんご質問いただいていますが、とりあえずこの形でスタートさせていただい

て、とりあえずやってみて、課題が積み上がっていくと思いますので、今日の

ご意見等々も含めて今後部会で議論していきたいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 
（石渡代表） 
田中委員ありがとうございました。相談支援部会などでも検討してくださっ

ていたということですが、まずスタートしてみたところで、状況をみながら、

ご提案など生かせる方法を考えていただけるということです。大事なご指摘を

たくさんいただきまして、ありがとうございます。議題の２番目、地域生活支

援拠点の関連でご意見をいただきましたが、他に何かこのことといった方がい

らっしいますか。よろしいでしょうか。そうしましたら次の３番目、障がい者

相談支援事業が目指す方向性の案についてということで、事務局からご説明を

お願いいたします。 
（事務局：佐藤主査） 
ありがとうございます。引き続きまして、当日配布となりました資料３をお

手元にご用意お願いいたします。こちらに関しましては、今年度の相談支援部

会でもご意見をいただながら、障がい福祉課でまとめさせていただきました。

相談支援事業に関しましては、いろいろなニーズや課題があるということで、

承知しております。第５期の障がい福祉計画でも相談支援の強化ということを

うたっているところでございまして、第５期障がい福祉計画の終わる平成３２

年を目途に、障がい者相談支援事業の方向性というところを整理していきたい

と思って、こちらの資料を提示させていただきましたので、説明させていただ

きます。当日配布の資料なので、少し丁寧に説明させていただきます。１５本

のスライド、８ページの構成になっております。１ページ目の下から説明させ
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ていただきます。現在の障がい者相談支援事業所、藤沢市の委託で運営されて

いる相談支援事業所に関しましては、１カ所の基幹相談センターと障がい種別

ごとに６カ所の相談支援事業所に委託して実施しております。こちらの資料に

関しましては、障がい福祉計画の方向性と藤沢型地域包括ケアシステムの２０

２０年に向けた短期目標の一つである地域の相談支援体制づくりの実現に向け

てというところも含めて、検討をしていくところになります。こちらの地域包

括ケアシステムと障がい福祉計画の趣旨を踏まえて、誰もが安心して相談でき

る体制ということで、平成３２年度を目途に目指す方向性を示しております。

１枚ページを捲っていただきます。２ページ、まずは障がい者相談支援体制の

現状およびこれまでの取組ということで整理した資料でございます。２ページ

目の下、３スライド目になりますが、現在の委託相談支援事業所および基幹相

談支援センターの配置を示したところでございます。現在、委託相談支援事業

所ということで、湘南台地区にございます、かわうそ。身体障がいの方を対象

とした相談支援事業所でございます。六会地区にある、ふらっと。こちらは知

的障がいの方を対象とした事業所です。藤沢地区にあるおあしす。こちらは精

神障がいのある方を対象とした事業所。石川地区にあるマロニエ。こちらは重

症心身障がいの方を対象とした事業所。辻堂地区にある発達障がいの方を対象

とした相談事業所リート、高次脳機能障がい相談支援事業所チャレンジⅡがご

ざいます。あと基幹相談支援センターとして、同じく辻堂地区にえぽめいくを

配置しているところでございます。基幹相談を除いて、障がい種別ごとに委託

しているような状況でございます。対象エリアは、すべて市内全域が対象エリ

アというところでございます。こちらのエリアや対象種別を見直ししていきた

いというのが、こちらの資料の主旨でございます。２ページ目の下、障がい者

相談支援事業所とその役割についてまとめたものでございます。市の委託とさ

れている事業所が、基幹相談センターと６カ所の委託相談支援事業所でござい

ます。相談支援事業所に関しましては、個別給付ということで、サービスとし

て運営されているようなところでございます。指定特定、指定障がい児相談支

援事業所に関しては、計画相談を担う事業所です。指定一般相談事業所に関し

ましては、地域移行支援、地域定着支援、精神科病院や入所施設からの地域移

行、及び地域定着を目的とした事業所で、大きく分けてこの４つの類型があり

ます。３ページ目の上の資料ですけど、こちらが今までの障がい者支援事業の

変遷をまとめたものでございます。平成１８年度から市の委託ということで、

まずは３カ所の事業所からスタートしたところでございます。見ていただくと

わかるのですが、障がい者数の増加に対応するため、障がい種別に対応するた

めに、少しずつ事業所数を増やしていった経緯でございます。平成２４年度か

ら計画相談、障がい児相談が制度としてスタートしまして、ここから委託相談
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というカテゴリーと計画相談というカテゴリーに分かれていきます。平成２５

年度に基幹相談支援センターえぽめいくを開設いたしました。そこから今まで

基幹相談支援センターと委託相談支援事業所合わせて７カ所ということで推移

しています。基幹相談の人員強化や今年に関しては、リートに臨床心理士を配

置するなど、少しずつ強化してきた経緯がございます。４ページ目お捲りくだ

さい。こちらに相談支援部会や総合支援協議会で出た、相談支援体制の課題に

ついてをまとめて整理したものでございます。カテゴリーとしては、総合的な

相談窓口、身近な相談窓口、連携強化・構築、人員の強化と育成、多様な手段

による相談、情報の周知ということで分類しております。課題として言われて

いるのは、障がい種別や年齢に分かれていて、なかなかどこに相談していいか

わからない、身近なところになかなか相談支援がない、そういったことが言わ

れております。例えば、あらゆる相談をワンストップで受け止める窓口が設置

されたら良いのではないか、気軽に相談できる身近な場所に窓口がおかれてい

たら良いのではないか、といったところが課題と言われてきたところでござい

ます。相談支援専門員の人員不足や委託の相談支援事業所が計画相談と兼務し

ている状況で、なかなかその支援が十分に展開できないところを解決できない

かというところでございます。課題を踏まえまして、今までの方向性というこ

とで、検討結果が４ページ目の下に記されています。平成２８年度、一昨年に

障がい者総合支援協議会でも、いつでも誰でも相談したいときに相談できる体

制。安心、信頼して相談できる体制ということで、まとめているところでござ

います。藤沢型地域包括ケアシステムを推進するというところを前提に、委託

相談の在り方の検討、人材の育成、他機関連携の強化について、総合支援協議

会のまとめを踏まえて、昨年度作成しました第５期ふじさわ障がい福祉計画に

おける方向性についても、１カ所２人、平成３２年度に向けて今７カ所ある相

談支援事業所を８カ所に増加し、相談支援従事者の見込み量を算出していると

ころでございます。そういった方向性を踏まえまして、相談支援事業所の役割

として、今地域で実際どのようなことを求められているのか考えていって、相

談支援部会でも意見をいただきながら、まとめさせていただいております５ペ

ージ目、相談支援事業の目指す方向性でございます。相談窓口ということで、

ここが一番のポイントです。障がい者地域相談支援センターということで、４

カ所配置しております。今まで身体障がいの方を対象とした事業所、知的障が

いを対象とした事業所、精神障がいの方を対象としていた事業所に関しまして

は、障がい種別ごとではない形で展開していくような形で編成しております。

さらに障がい福祉計画に沿って１カ所増加の想定でこちらのイメージを出して

おりますが、４カ所を障がい者地域相談支援センターというワンストップで受

けられる相談支援事業所ということで検討しておりまして、北部、中部、西南
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部、東南部ということで、１０万人前後のエリアに対して１つの相談支援事業

所を配置するようなイメージでございます。こちらの予算や相談員数に関しま

して、人員強化の必要性も叫ばれておりますので、考慮した上で今後検討して

行くことになります。専門相談窓口として重症心身障がい、発達障がい、高次

脳機能障がいという専門的な支援が必要な窓口と基幹相談支援センターに関し

ましては、継続して実施を想定しております。相談支援事業の目指す方向性に

ついてということで、５ページ目の下のスライドでございます。この障がい者

地域相談支援センターがどのように地域で展開していくかということを示した

ところでございます。障がい者地域相談支援センターに関しましては、１０万

人前後のエリアに対応ということで、各地域包括支援センター、各市民センタ

ー、公民館と連携をとり、エリア内での求めに応じての出張相談や地域のケア

会議に参加し、より地域に密着して展開する想定でございます。地域ごとの課

題を集約して、基幹相談支援センターと地域課題を共有する役割も担う予定で

ございます。６ページをお開きください。まず６ページの上のスライドに関し

ましては、各相談支援事業所の役割をまとめた表でございます。下のスライド、

相談支援事業の目指す方向性についてに移りますが、総合的かつ身近な相談窓

口への展開ということで、ご本人やご家族が、その障がい種別にかかわらず、

困りごとを相談できる身近な相談窓口としてわかりやすい形態とするというこ

とで、総合相談窓口として障がい者全体を対象とする相談支援事業として、ワ

ンストップで相談できるような身近な相談窓口を４カ所で実施し、重症心身障

がい、発達障がい、高次脳機能障がいに対する専門相談窓口というのが１つ目

のポイントです。２つ目のポイントとしては、地域における連携強化というこ

とで、７ページ目の上のスライドでございます。総合相談窓口に関しましては、

４つのエリアに分かれます。各地区の地域包括支援センター、コミュニティソ

ーシャルワーカー、市民センター、公民館などの相談機関とも密接な連携をと

り、相談支援事業所を身近な配置にしていきます。地区割りについては、今ま

で相談してきた流れというのもございますので、利用者を制限するというより

は、相談支援のネットワークを構築するための整理ということになります。ご

本人やご家族の希望を優先できればと思っております。最後に７ページ目の下

のスライドですけど、藤沢型地域包括ケアシステムとの関連性を示したものに

なります。地域包括ケアシステムの短期目標の一つである、地域の相談支援体

制づくりでございますが、地域の困りごとを丸ごと受け止め、総合的な相談支

援を行うための連携体制、ネットワークづくりを進めます。身近な地域の総合

相談の支援拠点として市民センター、公民館機能の充実強化を目指します。と

あります。それを実際の障がいの相談に当てはめた場合、どのような困りごと

や課題が起こるか、想定を下にまとめています。どこに相談したらよいかわか
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らない、必要な支援やサービスに繋がりにくいといったことが起こると思いま

す。困りごとを支えるために支援者が直面する課題としては、本人への関わり

方がわからない、困りごとを聞いたあとにどのように支援に繋げていったらよ

いかわからないということが想定されます。やはり多様な相談機関を結びつけ

る障がいの窓口というのが、地域に必要ではないかということでございます。

最後のスライドが、実際地域の中で障がい者地域相談支援センターがどのよう

に展開していくかというところを示したスライドでございます。障がいのある

人の困りごとを丸ごと受け止めて支援を行うために、地域の必要な要素として、

ご本人、ご家族にとって身近な相談窓口が地域にあり、何でも相談できる存在

であること。相談を受けた地域の支援者が、すぐに障がい福祉に関する専門的

な助言や支援を受けることができる。地域における障がい理解が進み、地域全

体で障がいのある人を支える意識が芽生えるということでございます。障がい

者地域相談支援センターの役割ということで、ご本人・ご家族が安心して相談

できる窓口としての機能。より地域に踏み込んだ支援を行い、地域の身近な存

在として認知されること。地域の支援者に対して、障がい特性や関わり方など

の助言、支援、普及啓発を行うことで、支援者が障がいのある人に対する相談

を我が事として捉えることで、地域で支えるネットワークが形成されることを

期待し、今後、地域相談支援センターが担えればというところでございます。

ずらずらと説明をさせていただきましたが、こちらの資料に関しましては、確

定したものではございませんが、今回が外部に出す最初の機会でございます。

総合支援協議会の皆様からのご意見をいただいた上で、少しずつこれを修正し

たり、変更したり、強化していくので、この相談支援事業の在り方というとこ

ろの趣旨を踏まえていただきつつ、多様な意見をいただければなと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 
（石渡代表）  
とても分りやすい、これまでの藤沢の相談の流れと藤沢型地域包括ケアシス

テムという国の動向なども踏まえた新しい相談の在り方をご説明いただきまし

た。一時間程経っておりますので、ここで１０分間ほど休憩を取らせていただ

きます。休憩中に今の説明についての質問、ご意見等をまとめていただき、５

０分から再開いたします。ありがとうございました。 

 
―休憩― 

 
（石渡代表） 
予定の５０分を過ぎましたので、再開させていただきたいと思います。休憩

前に藤沢の相談の在り方ということで、この協議会では、地域で暮らす大事な
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テーマだということで、相談について継続して検討をしてきたものが、説明し

ていただいたような形に整理されてきたということで、それぞれのお立場でい

ろいろご意見・ご質問あるかと思いますので、どなたからでも結構ですが、お

気づきになった方どうぞ。では、新城お願いいたします。 
（新城委員） 
藤沢市視覚障がい者福祉協会の新城です。端的に質問しますけれども、私の

これまでの経験からすると、例えば中途失明したときに、どういった相談して

自分の気持ちを立て直していったら良いかを考えたときに、同じ障がいを持つ

視覚障がい者の相談やアドバイス、支援がものすごく有効です。同じ障がいを

持つ人たちの位置付け、このネットワークを当事者の団体として位置付けてい

くといったようなことが必要ではないかと思います。同じ意味で、やはり親の

会もいろいろなノウハウを持っているし、相談ということで非常に大きな力に

なるかと思っています。親の会も同じ意味で、きちっと位置付けていく必要が

あると思います。以上です。 
（石渡代表） 
新城委員、大事なご指摘をありがとうございました。確かにそういう視点に

ついては、触れられていなかったと思います。同じお立場の障がい者や親御さ

んが大きな力を発揮していたというのは、委員の皆さんも感じているところで

しょうし、精神障がいの分野も当事者の方がすごく活躍してくださっています。

この辺りについては、今までこの相談体制の検討の中で話題になっていなかっ

たような気もするのですけど、何か議論ありましたか。 
（事務局：佐藤主査） 
ありがとうございます。当然ながら当事者の方、いわゆるピアカウンセリン

グ的な要素というのは、必要になってくると思います。８ページ目の最後の図

の中に福祉相談員がいて、こちらが市で任命している当事者の方や当事者のご

家族という相談員でございます。こういったネットワークの中に、やはり障が

い者団体なども、当然ながら連携の要素も入ってくると思いますので、図の見

せ方も今後検討させていただければと思います。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。たぶん新城委員が仰ったのは、福祉相談員という

位置付けの方だけではない、当事者団体などとの関係性だと思いますので、そ

の辺りはもう少しご検討いただいたほうが良いかと思います。今の事務局の説

明について、新城委員何かございますか。 
（新城委員） 
石渡代表が言ったとおりですけど、団体としての位置づけとか、我々視覚障

がい者福祉協会としては、地域の活動支援センターというようなものの設置を
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通して、ピアカウンセリングとか当事者、失明者に対する当事者支援を考えて

いますので、そこを含めて第５期ふじさわ障がい者福祉プランへの反映という

ことを含めて考えていただければと思っています。以上です。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。またとても大事なご指摘をいただきました。当事

者や親御さん達が活躍をしてくださると、福祉教育とかにもいろいろ新しい流

れができてくるのではないかと思います。是非きちんと位置付けて、動いてい

ただけるようなシステムを検討していただけたらと思います。他に相談関連の

説明について何かご意見いただける委員の方、いらっしゃいますか。では、木

村委員お願いいたします。 
（木村委員） 
育成会の木村です。今回の平成３２年度の相談支援体制というのは、藤沢型

地域包括支援にすごく属している改革だと思うのですけれども、前に相談支援

部会で委託相談と計画相談の業務の分担がなかなか上手くいかず、委託相談が

計画相談支援の書類を書くなど、なかなか業務の住み分けができないと聞きま

した。障がいの息子がいて、高齢の親がいてという状態だと、総括して一つの

窓口で相談ということでは、すごく効果的で事業化するとすごく良いと思う反

面、障がい者だけの相談に目を向けてみると、うちはサービス等利用計画の計

画相談に関わっています。そうしますと、もし何か相談したいとなりますと、

この４つの障がい者地域相談支援センターに行くのではなく、業務外になって

しまいますが、計画相談員さんのところにやっぱり相談に行ってしまうという

のが正直あります。やはり委託相談もサービス利用する際には、計画相談のサ

ービス利用計画の書き換えがあるので、密接に関係があると思います。そうす

るとまたそこの業務分担があやふやになってしまうと思うので、もし計画相談

を利用している人が委託相談の内容であったとしても、最初は計画相談員に相

談して良いのか、というところを聞きたいのです.。 
（石渡代表） 
田中委員、その辺りは、何か整理をされていますか。利用する人にとっては、

委託だから計画だからではなく、“この人に相談したい”みたいなことになると

思いますが。 
（田中委員） 
基本的には、一番相談しやすい方に相談すれば良いと思っています。役割と

して、計画・委託・基幹というのがあるのですけど、あくまで役割という考え

方でよいと思います。計画相談の方に相談して、計画相談の人でやりきれない

部分は当然委託がカバーしていくという流れで、三層構造になっていると思っ

ていただいて、助けを求められれば委託相談が動く。委託相談がヘルプを出せ
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ば基幹相談が動くみたいになっています。まずは、一番相談しやすい人に相談

して、そこからどう連携とっていくかなので、当然に計画相談支援の人が計画

だけという話ではないので、一般の相談も当然入ってくるという考え方で良い

と思います。 
（石渡代表） 
非常に心強いコメントをいただけたと思います。相談しやすい人に繋げば相

談の内容によって、相談員同士で連携をして対応していただけるということで

すので、その辺りのところも含めたケアシステムだという理解を改めてさせて

いただけたかと思います。ありがとうございました。他に相談関係、何かござ

いますか。齊藤副代表、どうぞ。 
（齊藤副代表） 
今まで障がいというと、やたら分野が多岐にわたっていて相談しにくいと高

齢の方や一般の方から言われることがあって、これを解消していけるのかなと

思いつつ、エリアを区切って考えてみると、１３地区、１４地区というエリア

をそれぞれ１つのところがやっている介護保険に対して、４つの事業所で見る

とことになると、対象のエリアは少ないにしてもエリアは４地区分あるという

ことになってきます。仮に各エリアに一人ずつ対象者がいたと考えると、４倍

の仕事量になってしまう部分も、もちろん全部とは言わないので、業務量は読

めませんが、適正な業務に対する配置の考え方みたいなのは、どのように考え

ていらっしゃるか、今現在での考えで結構ですので、検討していることがあれ

ば教えていただきたいと思います。 
（石渡代表） 
事務局、お願いいたします。 

（事務局：佐藤主査） 
ありがとうございます。人員体制に関しましては、確定的なことはまだ決ま

っていませんので、資料に記載されていませんが、少なくとも今ある課題とし

て委託相談と計画相談を兼務しているところを少し整理したいと思っています。

あとは実際の配置ですけど、今現在では、各事業所に２人の想定でございます。

兼務を整理して、あと１カ所事業所を増やすとこの計画の中に記載しています

ので、人員的に強化されるのではないかと思っております。ただ、これはまだ

全然確定しているものではないので、皆様からのご意見をいただきながら、引

き続き受け止めさせていただければなと思っております。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。人員や、いかに相談員の方に力を付けていただく

かかとか、システムだけではない課題もいろいろとあるかと思いますけれども、

ありがとうございます。他に何かありますか。では、戸高委員お願いします。 
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（戸高委員） 
おあしすという事業所をやっていることもありますので、この辺の流れをう

ちの理事会・評議委員会に情報として、将来的にどうするか情報を提供したの

ですけれども、１つはエリアになったときに、エリア限定の対象みたいになっ

てくるのかどうか。エリアが決まって、今関わっている人のエリアが違った場

合にどうなってくるのか。また、そのエリアがどうなるのかというのがありま

した。あと、先程の資料８ページに、市民センター・公民館の充実・強化する

とありました。市民センターは、地域福祉計画の中にも位置付けられていて、

市民センターというのは地域の中でどういった役割をしているのかと、すごい

課題がある中で、その地区の役割を担って、ネットワークがきちっとできてい

ないと、これは絵に描いただけになるだろうし、例えば福祉窓口が今、センタ

ーにありますが、そういうところの関係とかＣＳＷが配置されていたり、いろ

いろなものが散りばめられているのですが、そこのまとめ方とかがどうなって

いるのか。ＣＳＷに関してはかなり広域配置をされていますけれども、配置さ

れている中で何が今課題なのか、あんまり聞こえて来なくて、今の課題みたい

なことが、大きな形になったときにどうなるのか心配があります。これは、障

がい福祉課のところで絵が描かれて、当然ここの絵の中に入っている部分では、

庁内でかなりきちっとした調整をして、ちゃんと了解されて行かないと、市民

センター長が、「いや、そういうことは知らないよ」となったらどうしようもな

いなと思うので、なかなか難しいのかなというのと、うちは精神障がい者のと

ころをやっているのですが、かなり広域になるので、先程も石渡代表が言われ

たように、センターの職員の力量が試される。そこの役割が非常に試されると

ころで、これを担うことは、結構大変だと思ってはいるのですけれども、実際

これがうまく稼働するための課題というのをきちっと整理して解決していかな

いと、見切り発車では済まないという気はしています。 
（石渡代表） 
戸高委員から相談システムの課題ということで、広域対応をしていて、精神

障がいの方の相談をおあしすが対応してくださっていますが、４つに分かれた

ときのご本人の相談しやすさ、それから市民センターの相談における役割、職

員の力量というようなところが出ましたので、これはすぐに回答ということで

はなく、課題として上手く機能するように検討を進めてほしいということでよ

ろしいですか。ありがとうございます。ほかに何か相談関連でありますか。で

は、どうぞ前田委員。 
（前田委員） 
お恥ずかしい話ですけれど、私は家に、家電の下に娘が使っている、日中の

サービス、相談しているところ、短期入所、こうなったらここというように、
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事業所の電話番号を貼りだしています。私に何かあったときに、家族が困らな

いように貼り出していますが、それを家族がちゃんと理解しているかどうかは

不明です。コミュニティソーシャルワーカーの電話番号と名前を電話の下に、

ちゃんと貼り出してあるのですが、コミュニティソーシャルワーカーは、いっ

たいどんな方で、どこにいて、どんな仕事をしているか全然知りません。非常

に自分は無責任だと思っていますが、家族がむしろ私に何かあって困ったとき

に、とにかくどこかに電話しなさいみたいに電話に貼り出しているだけで、こ

の際、コミュニティソーシャルワーカーがどこにいて、どんな活動をしている

のか、少し教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 
（石渡代表）  
地域福祉などでとても期待をされているコミュニティソーシャルワーカーで、

これは社会福祉協議会の小林委員にご説明お願いします。 
（小林委員） 
ＣＳＷ、コミュニティソーシャルワーカーにつきましては、現在８地区に配

置をしておりまして、基本的に社会福祉協議会の職員です。事業としては、市

から委託をされている事業の一つになります。基本的には各地区に担当制を敷

いています。例えば長後地区であれば、長後地区のセンター・公民館、それか

ら地域団体、公的な地区地域社協、自治会、連合会、防犯、様々な団体があり

ます。その他オフィシャルではない任意団体の皆様もいらっしゃいますので、

そことの連絡、あるいは顔繫ぎをして、様々な情報を集めています。平成２７

年から始まって、様々な地域の情報をＣＳＷが仕入れるための活動を今現在精

力的に行っています。その中で、相談等が拾い上げられれば、ＣＳＷがそこに

入って行く、そういうような状況です。特に、相談で多いのは、例えば地域の

ゴミ屋敷の問題であるとか、生活にかなり困っている方、それから福祉的な支

援を必要とされている方などの個別の相談が多いです。その中で関係者と一緒

に相談に乗って、できるだけ良い方向に解決できるような活動をしていく。概

況はこのようなところです。 
（石渡代表） 
先ほどの８ページの地域包括ケアシステムの図にも、ＣＳＷが入っています。

８人と仰ったけれども、これが１３人に増える見込みとかはあるのでしょうか。

動き方とかを考えると、それは行政ですか。 
（片山福祉健康部長） 
すみません。色々と財源が伴いますもので、市の委託で今配置させていただ

いていますけれども、基本的には１３地区全地区を目指しています。３人から

始まって５人、８人ということで段階的に増やしています。課題もありますし、

状況を見ながら地区の活動をやっていただいているのですけれども、来年度の
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予算要求をして査定をしていただくという部分がありますので、なかなか確定

的なことは今申し上げられません。けれども我々としては、来年度も増員をさ

せていただいて、来年度で１３地区全部というのは難しいかと思いますけれど

も、目指していくというところは、お伝えしておきたいと思っております。個

別支援と地域づくりを併せてやる専門職です。専門機関を上手く繋いで、とに

かく寄り添い続ける。何か問題があってどこも受け止め手がなくても、必ず断

らずに寄り添い続けるというのがＣＳＷの一番の特徴です。それと個別支援だ

けではなくて地域全体をサポートする、地域づくりを支援していくという、そ

こに大きな目的を置いています。支援を通じた地域づくりといったものです。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。よろしいでしょうか。他に相談関連のところで何

かございますか。では次の議題、成人期における支援課題ということで、事務

局が整理してくださっていますので、ご説明をお願いしたいと思います。 
（事務局：鎌田主任） 
成人期における意見のまとめということで、お手元に資料４をお寄せくださ

い。今回は成人期を１８歳から１９歳、２０歳から３９歳、４０歳から６４歳

ということで、ライフステージごと３つに切り分けまして、それぞれ前回と同

様にカテゴリー分けをした中で、取りまとめをお伝えしていければと思います。

よろしくお願いします。では、１８歳から１９歳における支援課題についてで

すけど、まず日常生活の部分につきましてお伝えします。こちらでは、学校か

ら地域へということで、環境が大きく変化しております。その中で、環境変化

に着いていけなくて、不適応行動を起こしてしまう方が中にはいらっしゃると

いったご意見が多く寄せられております。そういった状況があるので、支援者

の方々につきましては、障がいの理解や環境調整ということが求められている

というご意見がございました。続きまして、医療・健康・療育についてです。

医療の世界でも子どもから大人という扱いが出てくるということで、かかりつ

け医を変更していく必要が出てきております。ただ、なかなか障がいに理解の

あるお医者様が上手く見つけられないというような状況があるようで、ご家族

は非常に苦労しているというご意見が多く寄せられました。ご家族が探して行

くときに、どこのどなたに相談していいのかも分からないというような状況も

ございまして、そちらも大きな課題になっております。ページ捲っていただき

まして、日中活動についてですけれども、こちらにつきましても日常生活と同

様に、環境の変化というものが大きな要因になっていて、通所先や他の場所で

もご本人がご苦労されているケースが多いようです。特に夕方の時間帯で、児

童期.では、放課後等デイサービスが使えていたのですけれども、なかなか上手

くそれに代わるサービスが見つけられない。なかなか上手く利用ができないと
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いったご意見、現状があるようです。そういったところでご本人が苦労してい

るという状況が見えてきております。続きまして、経済的な部分になります。

隣のページになります。ここでも先程と繋がってしまっていますが、やはり夕

方の部分が大きな課題、問題となっております。夕方のサービスが上手に使え

なくなるという状況がある中で、ご家族がそれまでできていた仕事を辞めたり

変えたり、そういったことが出てきておりまして、ご家庭とってに大きな影響

を及ぼしているというご意見もいただいております。続きまして、相談・支援・

サービスのところですけれども、ここも何回もしつこいですが、夕方の部分と

いうのは、非常に多くのご意見をいただいております。やはり、放課後等デイ

サービスに替わるサービスがなかなか見つけられなくて、利用が難しいという

ことが非常に多く出てきております。また、重度心身障がいのある方や医療的

ケアが必要な方々につきましては、通所先それから短期入所の受入れ先がなか

なか見つけられないというところで、苦労しているとのことです。相談支援に

つきましては、利用したくてもなかなか現状を受け入れていただけないという

ご意見も多くいただいております。４ページ、住まいについてです。こちらに

つきましては、将来を見据えて在宅生活ではなく施設での生活を選択したとい

うご意見や、入所先の選定で、なかなか空きがなくて施設探しに苦労してきた、

苦労しているというご意見をいただいております。以上が１８歳から１９歳の

ところです。続きまして２０歳から３９歳における支援課題についてです。日

常生活につきましては、異性とのコミュニケーションなどで支援者の方々が苦

労しているとのご意見をいただいてきております。あとこれは障がいの種類に

よってだと思うのですけれども、やはり社会経験の少ないことで、ご本人が周

囲と自分を比較して自信をなくしてしまったりというご意見もいただいており

ます。将来に向けてですけれども、やはり親亡き後にどう生活をしていけば良

いのか、ご家族の立場での不安を訴えるようなご意見もいただいております。

続きまして医療・健康・療育の部分ですが、こちらにつきましては、そろそろ

生活習慣病を心配するお声が多く寄せられておりまして、医療機関の方々に対

しても障がいに対して理解をしてほしいというご意見、将来的に成人病に備え

ていくにはどうしていけば良いのかというご意見が中でも多くありました。日

中活動につきましては、やはりこれまで学校中心の生活で、余暇活動、運動の

機会がたくさんあったということだと思うのですけれども、なかなかそういっ

た機会が得られないということで、家庭の中、それから地域での余暇活動をど

のように行っていくのかということを重要視するご意見が多く寄せられており

ます。就労につきましては、ご本人の特性をよく理解していただいた上で、就

労の環境、もしくは継続するための支援をどのようにしていくのかが多くの意

見でございます。続きまして、経済的な部分についてですけれども、こちらに
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つきましては、これまであまり経験がなかったということが前提になっている

と思うのですが、金銭管理をご本人が学ぶことがここでは出てきております。

学んだ上で金銭管理を行っていくと、できるようになるというご意見が寄せら

れております。また経済的な支援ということにつきまして、一律の分配ではな

く、ご本人の状況に応じて分配を変えて行くようなことも考えの一つではない

か、というご意見もいただいております。続きまして、相談・支援・サービス

についてですけれども、あらゆるサービスという表現になってしまいますが、

事業所の人材、サービス、数について不足しているのではないかというご意見

をいただいております。前の議題にも出ておりましたが、相談につきましては、

どこに相談したら良いのかわからないとか、人が足りていなのではないかとい

うご意見もいただいております。３９歳までの住まいについてですけれども、

やはり障がいを理由に住宅などの契約が難しいという現状があります。また、

障がい特性に応じた住宅が少ないという状況もあって、実際に地域生活を進め

て行きたくても、それが進んでいかないという現状があるとのことです。以上

が２０歳から３９歳までの課題となります。続きまして、４０歳から６４歳で

すけれども、日常生活につきましては、親亡き後というものがかなり現実味を

帯びて差し迫ってくる状況がございまして、そのことに対するご意見が非常に

多く出ていました。またその多種多様な生活状況に対しまして、住まい、それ

から権利擁護なども含めまして、支援者側の連携が非常に求められているとい

う状況です。また進行性の難病の方につきましては、支援の切れ目が状況によ

って生命の危機にあるというご意見や視覚障がいの方々に関しましては、まだ

まだハード面で整えきれていないのではないかというご意見をいただいており

ます。続きまして健康・医療・療育。健康の部分ですが、ますます生活習慣病

が増えていく中で、すべての方が自分の状況を上手に伝えられる訳ではないと

いうことがあります。そういった状況があるからこそ、支援者の方々にもご本

人の体調の変化や早期発見・早期対応というところに主点・主眼を置いて対応

していただきたいというご意見をいただいております。また発達障がいにつき

ましては、やはり診断可能な医療機関が少ないということと、なかなか具体的

な支援に結びにくいというご意見も出ております。日中活動ですけれども、こ

こでは６０歳前後の方々の日中活動の選択肢が少ないというご意見が寄せられ

ております。通所の際、ご家族の対応には、体力的・時間的にも限界があると

いうことで、移動支援などのサービスも本当は使っていきたいけれども、事業

所の人材不足なので上手く使われていないという状況が報告されております。

経済的な部分につきましては、今までの金銭管理ということよりは、やはり先

ほどの親亡き後と結びついてくると思うのですけれども、財産管理のことにつ

いて触れられている意見も出てきております。あとは、重度の障がいのある方
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につきましては、移動ということが非常に大きな問題になっているということ

があります。その移動に関して、やはりお金を投入していかないと上手く行か

ないということが負担になっているというご意見もいただきました。相談・支

援・サービスについてですけれども、こちらはこれまで、健康問題や生活が多

種多様な部分にあるとか、将来どういう生活をしていくのかということが非常

に関連してきていると思いますけれども、そういったことも見据えて、高齢分

野の方々や医療の分野の方々との連携が非常に強く求められている。そういっ

たご意見が多くこちらでは寄せられておりました。住まいについてですけれど

も、こちらは先程２０歳から３９歳までと内容がほとんど一緒になるのですけ

れども、やはり重度の方を中心に肢体不自由や医療的ケアが必要な方も含めて、

障がい特性に対応できる施設やグループホームが不足している。そういった住

居が少ないというご意見が寄せられております。最後になりますが、その他成

人期の全体を通じてというところですけれども、日常生活につきましては、や

はり障がいに理解を求めるご意見、それから家族のレスパイト、緊急時の対応

についての意見が寄せられております。健康・医療・療育につきましては、支

援者の方々に対しまして、障がいの理解と適切な対応を求める、そういった意

見が多く寄せられております。日中活動につきましては、障がいのある方の就

労について、ご家族の理解が求められているのと、難病患者の方の家族に対す

る支援の重要性についてもご意見が寄せられております。経済的なことにつき

ましては、障がい年金についての知識やご家族が高齢になってからの金銭管理

をどのようにしていくかということについてもご意見が寄せられております。

相談・支援・サービスにつきましては、先程もお伝えしておりますが、市内に

おけるサービス全体見たときに、やはり人材が不足している。それからサービ

スの利用になかなか結びつかないというご意見を多く受けております。特に医

療的な支援が必要な方、重度の障がいがある方々の受け入れ先が極めて難しい

というご意見をいただいております。あと藤沢市の南部を中心に送迎サービス

を行っている事業所が不足しているので、なかなかサービスが上手く使えない

というご意見をいただいております。こちら最後になりますが、住まいについ

てですけれども、サービスの不足から地域生活が困難になることや生活の場の

変化、その他、手続きが複雑で難しいというご意見をいただいております。ま

とめといたしましては、今お伝えしたようになっております。前回も少し触れ

させていただいておりますけれども、児童期、成人期でこのあと高齢期のご意

見をいただこうと考えておりますが、ご意見を１枚の紙に落とし込んで、全体

的にどういう課題が生じてきているのか、それが年代ごとなのか、全ての年代

をとおしてなのか。カテゴリーごとで見てわかるようなにまとめて、皆様にも

検討の材料にしていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。事務局からは以上です。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。成人期における支援課題について、皆様からご意

見いただいたものをまとめてご説明をいただきました。少し話題が外れてしま

いますが、今朝の朝日新聞の折々のことばに佐々木正美先生の言葉が紹介され

ていて、家族の思いと本人の状況が関連して書かれていて、佐々木先生は家族

への支援もすごく丁寧にやってくださっていたことを思ったりして、余計な話

ですけれども、いろいろな課題が改めて整理されたと思います。今のご報告に

ついて何かお気づきの方いらっしゃったら、お願いをしたいと思います。 
（濱坂委員） 
住まいの確保に対しての意見について、他の団体も出しているのでしょうけ

れど、うちの団体に加盟する事業所から特に強く挙がってきました。団体に加

盟しているある作業所の利用者で、精神障がいの方の事例ですけれども、親と

同居されていて、実家から一人暮らしを希望していました。親に十分な収入が

ありますので、借りられるはずだけれども断られ続けて、その方は不動産屋を

５件か６件くらい回られてようやく見つけて、という事例がありました。他の

事業所でも同じような経験があり、障がいのあるというと不動産屋で断られる

ということが多く、しんどいという気持ち、これを強く意見として挙げてくれ

と言われて記入シートに書かせていただいています。それから全般的に基本の

報酬単価が減っていて、加算をどんどんとっていかないと経営が成り立たない

くらい厳しい状況にある中で、全般的に職員が足りないとか支援体制がどんど

ん厳しくなっていることをここで確認をしておいたほうが良いんじゃないかと

いうことで、記入シートにも挙げさせていただいております。それに関連する

ことですけれども、本人の支援で相談支援体制が足りない。先程、委託相談と

計画相談の整理をというような話もありましたけれども、知的の生活介護事業

所から上がってきた事例ですけれども、生活介護から直接一般就労へ結びつい

た方が、就労して程無くして上手く行かなくて退職してしまったという事例が

ありました。その方が前にいた作業所にすごく恥ずかしい思いがあったのか、

なかなか言えなかったそうです。計画相談に結びついていない方でしたので、

どこも拾う場所がなかった。就労継続支援Ｂ型や就労移行支援だと、一般就労

した後のフォローも事業として位置付けられているのですが、生活介護だった

が故にフォローが上手く行かなかったっという反省も述べているのですが、そ

この事業所が言うには、フォローアップ体制というところも含めて、そこは計

画相談という言葉を連呼していたのですが、計画相談も含めて相談支援体制と

いうのがもっと充実していれば、上手く行ったというようなところもあって、

計画相談や相談支援体制などは、総合支援法のもとだとなかなか単価の問題で
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充実して行かないところがあるというところで、みんなで考えられればという

ことで、記入シートに挙げてくれという強い意見がありました。うちの団体で

は、こういった議論があったということを報告させていただきます。以上です。 
（石渡代表） 
濱坂委員ありがとうございました。いろいろなご指摘をいただいたかと思う

のですけれども、特にこの不動産屋との関係は、あまり議論されていないとこ

ろだと思います。相談関連に関しては先ほどのご説明で、これからの方向が見

えてきたと思うのですけれども、特に濱坂委員から事務局に説明していただき

たいようなことはありますか。 
（濱坂委員） 
そのことに関連して、住宅マスタープランに関するパブリックコメントが募

集をされていたかと思います。それでうちの団体としてパブリックコメントに

書かせていただいたのですが、担当課が住宅を管轄する部署だったと思います

ので、福祉団体からパブリックコメントを入れさせていただきました。障がい

のある人に対する配慮というところで、障がいをお持ちの方、息苦しさを抱え

る方に対して、住宅困窮というところで上手く行かないところに関して、私た

ちが何ができるのか意見を挙げさせていただきました。障がい福祉課ほか、福

祉の分野からしっかりとフォローアップできる体制ができればと思っているの

ですが、何か事務局のほうでご発言いただけることがありましたらお願いいた

します。 
（事務局：片山福祉健康部長） 
すごく大事なご意見ありがとうございます。今のお話は、障がいの分野に限

らず、高齢者、或いはひとり親の家庭、はたまたＤＶの被害の方など、住宅確

保要配慮者への支援という形になります。要するに住宅をなかなか借りられな

い、貸す側が貸し渋ってしまうという現状があります。住宅マスタープランに

ついても、市の所管は計画建築部門ですけれど、そこの会議には福祉健康部門

も一緒に入っています。藤沢が目指す地域包括ケアの重要なテーマの一つに居

住の支援、環境の整備というところがあるのですけれど、それが大きな取組テ

ーマになっていて、住宅がなかなか確保できない方への支援をどうしていこう

かという議論を庁内の関係部門が集まって、専門部会を作って議論しています。

地域包括ケアシステム推進室の住宅の支援と計画建築部門の住宅政策、そこを

今セットで取組を進めていて、当面は、居住支援協議会というのも、市独自で

作っていきたいと考えています。住宅マスタープランについては、もともと市

の住宅政策ということで、困窮者の方だけに向けたものではないのですけども、

特にその視点を強く中に盛り込んでいただけるように福祉健康部がかなり入り

込んでいるというのが現状です。現実的に確保できない方に対して、どう確保
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するのか、答えがなかなか出てこない部分でもあるのですけど、理解のある不

動産屋さん或いは大家さんと個人的に繋がる中で支援をさせていただくケース

がよくありますが、補償の問題ですとか、亡くなった後の事後の問題であると

か、あるいはバリアフリーの問題であるとか、今後は法制度が貸しやすい制度

に少し変わって、公的サポートが入ることで、貸主も貸しやすくなるような仕

組みができあがりつつあります。自治体もその制度をうまく活用できればと思

っています。マスタープランのパブリックコメントについても、是非、福祉の

分野の方にご意見を出していただけるとありがたいと思います。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。この間、福祉住宅政策を検討している東洋大学の

山本先生のお話を聞いたのですけど、不動産に関して、福祉関係者が全然接点

を持っていなくて、不動産屋が知的障がいの方に貸したけれど、結局追い出す

ことになってしまったという話を聞いて、不動産屋と福祉がネットワークを作

っていくのはすごく大きな課題と実感しました。またこの辺りもこれからの検

討課題になってくると、濱坂委員のお話を聞いて思いました。他に何かありま

すでしょうか。横川委員。 
（横川委員） 
意見をまとめていただいて、いろいろな課題やご家族、事業所の考えが上が

ってきている中で、是非やっていただきたいと思うのは、意見のカテゴリー分

けをちょっとしていただきたいと思います。それが何のためかというと、カテ

ゴリーを分けていただいて、どこがどの分野を担うのかをある程度明確にして、

学校関係だったら学校、事業所関係だったら事業所、それぞれ明確にしていか

ないと、もったいないと感じていました。最初の１ページにある卒業後の進路

先の新しい環境に馴染めないという課題があるなら、放課後の支援事業所とし

て、卒業する前に何ができるかということが考えられるし、それは学校も考え

られる。受け入れ先である事業所も考えられると思うので、例えば事業所連絡

会に投げて、こういうのがあるから僕たちに何ができるかと考える機会にもな

ると思います。他に言えば、学校中心の生活だったため、地域との繋がりが希

薄であるとしたら、これは通っている養護学校ではなかなか難しい。遠くから

通学してらっしゃるので、じゃあどこができるか考えて、地区社協さんや公民

館などの方に、「こういう課題があるから、障がいを持っている方でも参加しや

すい場所、地域との繋がり作る機会を作っていこう」と落とし込めると思うの

で、ざっくりとカテゴライズしていただいて、それぞれの関係機関に落として

いただけると、検討もし易いと思いますので、お願いしたいところです。以上

です。 
（石渡代表） 



31 
 

横川委員ありがとうございました。事務局もどう整理するかすごく悩んでい

て、とりあえずこういう形でご報告をしていただきました。実際にどう支援を

してくれる人達に投げられるか、まとめ方がすごく大事かと改めて思いました。

ありがとうございます。他に何かお気づきの方はいらっしゃいますか。北坂委

員お願いします。 
（北坂委員） 
今の関連で、全く私も同感です。できればそこに、責任者と行動計画と期限

を一つのフォーマットにしていただいて、藤沢市としてまとめていただきたい

と思います。そしてもう一つ、こういう会議の中に、若い学生などが参加して

いただきたいと思います。今福祉を学ばれている学生達が何かの形で参加され

て、意見を述べられる場があってもいいと思います。それを場合によっては、

インターネットで公開をするというような方法も一つ考えていただければ、い

ろいろな情報が入ってくると思います。長くなりますけど、もう一つ。これは

質問ですが、市で住宅の供給をされている募集チラシを何度か見たことがあり

ます。そこには障がい者用住宅というカテゴリーがありますが、これは障がい

者がなかなか住宅が見つからないというお話の中と、どう絡んできているので

しょうか。障がい者用住宅は、そのものが全く足らないということなのか。そ

こを教えていただけますか。以上です。 
（石渡代表） 
ありがとうございます。この結果をどう整理して、どこに繋げるか。北坂委

員からもご意見いただきましたが、また事務局でご検討をいただければと思い

ます。あと障がい者住宅関連について、ご説明いただける方は、いらっしゃい

ますか。 
（事務局：鈴木補佐） 
北坂委員、ありがとうございました。今ご質問いただいた障がい者向け住宅

の募集についてですけれども、市営住宅の主に一階の住居にご入居いただく障

がいのある方向けの募集をしているものがあります。ただ部屋が空かないと、

入れないということもございますし、空いていたとしても、地域などご本人の

要求にマッチしない、もしくは条件的に入れないということはあります。それ

以外にも、先ほどの濱坂委員からお話のありました精神障がいのある方とか、

障がいがあることによって、不動産屋からお断りをされてしまうというような

お話もいただいております。実際、障がい福祉課でも、ご相談いただいた際に

一緒に住宅を探すようなことも場合によってはありますが、やはり不足という

か、ご本人様が住みたいという住宅と、なかなかマッチできない、マッチする

する物件がない、または、お断りをされてしまうというような要因があると考

えています。 
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（石渡代表） 
はい。ありがとうございました。そうしましたら、まだご意見ある方もいらっ

しゃるかと思うのですが、時間も迫って来ましたので、何かありましたら事務

局へご意見いただければと思います。最後に、その他というところで、また皆

さんにご協力いただきたいということで、高齢期の課題について事務局より説

明お願いしたいと思います。 
（事務局：鎌田） 
児童期、成人期に続きまして、最後に高齢期のご意見につきまして、またご

依頼をさせていただきたいと思っております。これが最後になりますので、第

４回総合支援協議会におきまして、全部ご意見が揃います。先ほどお伝えした

ように類型化を行って、皆様にお示しできればと考えております。対象につき

ましては、皆様の母体の方々にもご協力いただいて、幅広くご意見いただけれ

ばと考えております。提出に関しましては、１２月７日金曜日が今回の締め切

りとさせていただきます。なお、電子データにつきましては、またご依頼いた

だければこちらから送信させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上です。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。いよいよ高齢期まで到達しました。またご意見を

寄せていただいたので、集計の仕方等は、事務局にて検討させていただきたい

と思います。予定の議題については終了しましたが、ご発言しそびれてる委員

の方とか、皆さんにお知らせしたいというような情報をお持ちの委員の方がい

らっしゃいましたらお願いします。では、新城委員お願いいたします。 
（新城委員） 
２点お願いします。１つ目ですが、前回も話題になったのですけども、障が

い者雇用の水増し問題に関して、神奈川県も水増しということが分かって、県

内でも横須賀市、平塚市等々、水増しが出ているということがあります。改め

て藤沢市では、障がい者雇用の水増しということはないのか、お答えいただき

たいと思います。特に障がい種別の雇用率あるいは、人数等含めて、詳細が分

かっていれば教えていただきたいし、分からなければあとで資料提供でも構い

ませんので、よろしくお願いします。２つ目ですけれども、藤沢市の新庁舎、

視覚障がい者にとってはバリアだらけです。非常に良くない建物だと思ってお

ります。そのことを昨年から、こういう改善が必要だということで、障がい福

祉課にもきちっと伝えています。トイレに行くのに、一人で行っても何にもわ

からない。音声も点字もない。点字ブロックもない。この建物には、何の配慮

もありません。それこそ、先ほどのバリアフリーではないですけれども、障が

い者をきちっと社会の中で、一緒に暮らしていくという姿勢を見せるために、
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こういう視覚障がい者を排除するような建物を作ってはいけないと思います。

そういう今状況だから、一刻も早く改善してくれと障がい福祉課に言っていま

す。別に無理なことを言うつもりはないので、すぐにできることと、少し時間

が掛かるけどできること。大きな改修が必要なこと。いろいろと出てくると思

うので、例えば点字の案内をトイレに付けるとか、人感センサーを付けるとか、

エスカレーターの所で音声案内を付けるなど、そんなにお金も時間も掛からず

にできます。もっと言えば入口のところで音声案内が出ているけど、小さくて

聞こえない。ボリューム上げれば、もっと聞こえるようになるのに、それすら

もしない。バリアフリーを進めていく民間企業に対して、この建物では、説得

力ないです。バリアフリーにする、或いは街づくりにする。民間の建物に対し

て、きちっとしたバリアフリーを進めていくために、まずはこの本庁舎をきち

っとしたバリアフリーにしていくということが、極めて重要であると思います

ので、この２点ご回答お願いします。 
（石渡代表） 
新城委員ありがとうございました。そうしましたら、次回の総合支援協議会

の際にお示しできるよう、整理したものをお願いしたいと思います。それから

バリアフリーに関しては、当事者団体と少し詰めていただければと思います。

今後の課題とかも含めて、ご紹介をいただければと思います。東京でもバリア

フリーの話題になったりするのですが、藤沢もオリンピック・パラリンピック

開催地であるので、いろんな意味で前に進んでモデルになっていただきたいと

思います。 
（新城委員） 
事務局から一言だけでもいただきたいのですけど。 

（石渡代表） 
事務局、一言お願いしてよろしいでしょうか。 

（事務局：加藤補佐） 
新城委員からご質問いただきました、１つ目だけ即答できる部分があります

ので、お答えさせていただきます。藤沢市役所における障がい者雇用率につき

まして、今年度確認しております。平成３０年度の６月１日時点で、障がい者

雇用率の２．５％。雇用率２．５％というであるということを、藤沢市の人事・

採用部門である職員課に確認をいたしました。時間も限られている中で申し上

げますと、この障がい者雇用の問題と言ったのは、含めてはいけない方まで含

めたという問題があったと思うのですけれども、藤沢市は障がい者雇用枠につ

いては、障がい者手帳の提示を必須としているというところで、現物の確認を

した上での雇用率の積算ということです。診断書や口頭といったものによって、

計上しているものではないということを確認いたしました。障がい者種別につ
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いては確認しておりませんので、次回までに確認の上、報告をさせていただけ

ればと思います。以上です。 
（事務局：安孫子参事） 
私からは、２点目のご質問、バリアフリーの配慮が足りないというご意見に

対して、お答えさせていただきます。この新庁舎は、１月から供用開始になり

まして、新城委員も含めて当事者の方からご意見をいただいたというところが

ございます。お話しいただいたとおり、早急に対応しなければいけないものも、

もちろんございますけれども、市役所の庁舎整備を担当しております管財課に

以前ご要望いただいたものについてはお伝えをして、対応について進めてほし

いということで、私共から挙げさせていただいているところです。その後、具

体的にまだ進んでいないところもございますので、そこは再度、障がい福祉課

が責任を持って管財課に確認を取って、今の段階で何ができるかを整理しまし

て、もう一度、お返しをしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 
（新城委員） 
今年度中に検討するように、お願いします。 

（事務局：安孫子参事） 
今年度、できるだけ早い段階でお答えをさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
（石渡代表） 
新城委員、大事なご指摘ありがとうございました。他の障がいの立場からし

ても庁舎のバリアフリーに関して、また何かお気づきのことがあったらご提案

いただければと思います。それでは、斎藤副代表、研修のご報告をお願いしま

す。 
（斎藤副代表） 
時間のないところ、すみません。法人協議会で１０月１３日に強度行動障が

いの支援研修を行いました。この総合支援協議会に後援いただき、１２０人の

方が参加されて、福岡での事例ですけれども、検討していく中で、藤沢の中で

もいろいろと考えなければいけないと、学習させていただきました。ありがと

うございました。 
（石渡代表） 
ありがとうございました。本当に良い学びの場を作っていただけたと、感謝

しています。他に何かございますか。これで進行を事務局へお返しいたします。

どうもありがとうございました。 
（事務局：安孫子参事） 
石渡代表、どうもありがとうございました。委員の皆様も長時間に渡りまし
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て、活発にご議論いただきましてありがとうございます。最後になってしまっ

て申し訳ないのですが、本日お配りした名簿の５番目、医師会の木原先生です

けれども、この度医師会の役割が変わったということで、今回は加藤先生ご出

席をいただきました。次回、最後の総合支援協議会になりますけれども、その

際には正式にご紹介させていいただきます。第４回総合支援協議会ですが、年

度当初にご案内させていただきました１月２９日ですが、この件について皆様

に、お諮りをさせていただきます。当初予定していました日程について、石渡

代表のご都合が悪いということで、申し訳ないのですが日程を一週間早めさせ

ていただきまして、１月２２日火曜日。時間は同様に午前９時半からというこ

とで、変更させていただきたいところですが、皆様いかがでしょうか。 
（石渡代表） 
私の都合でもし、ご支障がなければ変更していただけるとありがたいのです

が、大丈夫でしょうか。申し訳ございません。ありがとうございました。 
（事務局：安孫子参事） 
ありがとうございます。それでは、次回は１月２２日に開催をさせていただ

きます。改めてご通知をお送りいたしますので、ご出席につきまして、どうぞ

よろしくお願いいたします。それでは本日はどうもありがとうございました。 

 


